
関係団体代表者各位

国土交通省　近畿地方整備局
災害時建設業事業継続力認定委員会事務局

　

令 和 7 年 9 月 9 日

【お問い合わせ窓口】
 近畿地方整備局 防災室
 　大阪府大阪市中央区大手前３－１－４１　大手前合同庁舎
 　TEL:06-6942-1141(代)
 近畿地方整備局 港湾空港部 港湾空港防災・危機管理課
 　兵庫県神戸市中央区海岸通２９番地　神戸地方合同庁舎
 　TEL:078-391-3101

事 務 連 絡

　日頃は、国土交通行政にご理解とご協力をいただきありがとうございます。

　近畿地方整備局では、事業継続計画書に記載されている基礎的な事業継続力を近畿地方整備局
が申込み要領に沿って評価し、認定を行っています。各建設会社の災害時における事業継続計画
策定の策定を促進し、近畿地方整備局管内の災害対応の円滑な実施と地域防災力の向上を目的と
して、『災害時建設業事業継続力認定制度』の取組みを平成２４年度から開始し、令和７年９月
１日現在、「災害時の事業継続力を備えている建設会社」として７６１社を認定しております。

　さて、この度、令和７年度（後期）近畿地方整備局災害時建設業事業継続力認定制度における
新規及び更新の認定申込みの受付を下記のとおり実施いたします。

　つきましては、所属されております皆様への周知について、ご協力いただきますようお願いい
たします。

　　　　　　　　　　　　       　　　　　記

１．申込期間　    令和７年　１０月　１日（水）～令和７年　１１月２８日（金）

２．認定証交付日　＜新規申込者＞令和８年　３月下旬（予定）
　　　　　　　　　＜更新申込者＞令和８年　３月下旬（予定）

３．申込方法　　　各書類一式をPDF形式で保存してメールにて送付
　　　　　　　　　メールアドレス【kkr-kensetsugyobcp@mlit.go.jp】
　
４．審査内容　    書類審査（必要に応じて、電話又はメールによる内容確認）
　
 詳しくは近畿地方整備局ホームページ内の近畿地方整備局災害時建設業事業継続力認定制度に関
する特設ページをご一読いただきますようお願いいたします。
　　　 https://www.kkr.mlit.go.jp/bousai_tec/kensetubcp/index.html

＜更新申込会社への留意事項＞
　既に認定を受け、認定期間が令和８年３月３１日までとなっている会社におきましては、今回
の申込期間において更新の手続きが必要となります。なお、更新の申込みの際、「計画の実効性
の確保」及び「計画を継続的に改善する姿勢の維持」等についての記載内容を確認し、審査の結
果、非認定となる場合がありますので予めご理解いただきますようお願いいたします。

　制度における新規及び更新認定申込みの受付開始について(ご案内)

　令和７年度（後期）近畿地方整備局災害時建設業事業継続力認定
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新規申込みにあたっての留意事項 
 

                     国土交通省 近畿地方整備局 

災害時建設業事業継続力認定委員会事務局 

 

これまで災害時建設業事業継続力認定制度における新規申込みにあたっては、以下の内容において指

摘が多いことから、これらの内容に注意し、近畿地方整備局災害時建設業事業継続力認定制度申込要領

（以下「申込要領」という。）を今一度ご確認いただきますようお願いいたします。 

 

項目 審査における主な指摘内容 主な指摘内容（抜粋） 作成時の留意点 

【Ａ－２】 

被 害 の 想 定

(申込要領 P16

参照) 

懸念されている各種災害が

記入されているか。 
〇懸念される災害に漏れがある。 ○国土交通省 ハザード

マップポータルサイ

トを確認のうえ、対応

拠点、代替拠点の両方

の位置を示す。 

■地震災害 

https://disaportal.gsi.go

.jp/hazardmap/bousaimap/i

ndex.html?code=1 

■洪水、土砂災害、津波、

高潮、内水氾濫、 

ため池決壊 

https://disaportal.gsi.go

.jp/hazardmap/index.html 

対応拠点、代替拠点等周辺

の災害を想定しているか。 

○対応拠点等において、懸念され

るハザードマップが一部の災

害に関するマップしか添付さ

れていない。 

○ハザードマップに代替拠点等

のプロットがされていない。 

〇添付されているハザードマッ

プが最新のマップでない。 

対応拠点、代替拠点等の建

物が受ける被害の想定を確

認しているか。 

◯対応拠点のみ記載があり、代替

拠点について記載されていな

い。 

【Ｂ－２】 

費用のさほど

かからない対

策 (申込要領

P25 参照) 

建物や設備等について、多

大な費用がかからない範囲

で対策に着手しているか。 

○必要な対策を記載しているが、

未実施かつ実施予定の対策に

ついて記載されていない。 

○未実施の対策につい

ては、実施予定時期

（年/月）を明記 

【Ｃ－２】 

対応拠点を置

く場合の発動

基準（申込要

領 P28参照） 

緊急時の応援態勢を立ち上

げる発動の基準や代替拠点

へ移行する意思決定者が明

確に決まっているか。 

○代替拠点へ移行する意思決定

者の記載がされていない。 

○対応拠点が使用不可となると

想定される理由が記載されて

いない。 （津波浸水、建物の

損傷等） 

○代替拠点移行の意思

決定者を明記 

○対応拠点が使用不可

になる場合の想定理

由を記載 

【Ｅ－１】 

自社で保有し

ている資源の

認識（申込要

領Ｐ32 参照） 

応急対応業務を担当するメ

ンバー、できれば社員全員

が活動するための備蓄品を

備蓄しているか。備蓄量が

満たない場合は不足理由を

記載しているか。 

◯備蓄目標数が記載されていな

い。 

◯飲料水の容量単位が記載され

ていない。 

○備蓄目標数を記載 

○飲料水は容量単位も

記載 

【Ｆ－２】 

事業継続計画

の改善計画等

の記載（申要

領Ｐ36 参照） 

事業継続計画について、定

期的に点検し、改善・更新す

る計画を策定するととも

に、点検記録や改善・更新記

録を添付しているか。 

〇改善計画の作成日が記載され

ていない。 

◯点検または改善・更新の頻度

や、実施日等が記載されていな

い。 

○各計画の立案・更新等

の日付を明記 

○点検または改善・更新

の実施頻度を明記 

※１ 項目及び審査における主な確認内容については、申込要領の記載内容を再掲したものになります。 

※２ 上記内容についてのお問い合わせは国土交通省 近畿地方整備局 防災室までお願いいたします。 

https://disaportal.gsi.go.jp/hazardmap/bousaimap/index.html?code=1
https://disaportal.gsi.go.jp/hazardmap/bousaimap/index.html?code=1
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更新申込みにあたっての留意事項 

 

                     国土交通省 近畿地方整備局 

災害時建設業事業継続力認定委員会事務局 

 

これまで災害時建設業事業継続力認定制度における更新申込みにあたっては、以下の内容において指

摘が多いことから、これらの内容に注意し、近畿地方整備局災害時建設業事業継続力認定制度申込要領

（以下「申込要領」という。）を今一度ご確認いただきますようお願いいたします。 

 

項目 審査における主な指摘内容 主な指摘内容（抜粋） 作成時の留意点 

【Ａ－２】 

被害の想定（申

込要領 P16 参

照） 

懸念されている各種災害が

記載されているか。 

 

〇懸念される災害に漏れがある。 

○下記に記載の災害に

ついて、ハザードマッ

プが新たに公表され

ていないか確認する。 

□地震 □津波 

□洪水 □土砂災害 

□高潮 □内水氾濫 

□ため池決壊 

対応拠点、代替拠点周辺の

災害を想定しているか。 

〇添付されているハザードマッ

プが最新のマップでない。 

〇各種ハザードマップ

が最新であるかを市

町村 HPで確認する。 

対応拠点、代替拠点等の建

物が受ける被害の想定を確

認しているか。 

◯想定される建物被害に漏れが

ある。 

○ハザードマップが新

たに公表されていな

いかを確認し、それに

付随した建物被害（倒

壊、浸水等）を漏れな

く記載する。 

【Ｂ－２】 

費用のさほど

かからない対

策（申込要領

P25参照） 

建物や設備等について、多

大な費用がかからない範囲

で対策に着手しているか。 

〇前回申込み時からの地震対策

等の実施状況が記載されてい

ない。 

○更新申込みの場合は、

前回申込み時点及び

今回申請時点の対策

実施状況を記載する。 

【Ｆ－２】 

事業継続計画

の改善計画等

の記載（申要領

Ｐ36 参照） 

事業継続計画について、定

期的に点検し、改善・更新す

る計画を策定するととも

に、点検記録や改善・更新記

録を添付しているか。 

〇定期点検の実施記録が計画に

記載されている回数分添付さ

れていない。 

○計画で定めた回数分

（最低年１回以上実

施）の定期点検実施記

録を３年分（又は２年

分）漏れなく添付す

る。 

※１ 項目及び審査における主な確認内容については、申込要領の記載内容を再掲したものになります。 

※２ 上記内容についてのお問い合わせは国土交通省 近畿地方整備局 防災室までお願いいたします。 



建設業の「事業継続計画(BCP)」作成に関する講習会について 

■日時

令和７年１０月２日（木）１０：００～１２：００

■方式

WEB 会議（Zoom による）

■講習内容

建設会社における災害時の建設業事業継続力認定制度の概要と申請資料の作成方法

について 

■対 象 者

建設業法に基づく許可を受け、本店、支店、営業所のいずれかが近畿地方整備局内にあり、

かつ近畿地方整備局における一般競争（指名競争）参加資格の認定を受けている建設会社 

■申込方法

申込を希望される方は、９月３０日（火）１２時までに以下のとおりメールで申込みください。

件 名：【参加申込】建設業 BCP 講習会 

本 文：①会社名、②氏名（ふりがな）、③WEB 会議 URL 送付先メールアドレス 

送付先：kkr-kensetsugyobcp@mlit.go.jp 

■その他

・WEB（Zoom）会議の URL については申込受付後、ご連絡させていただきます。

・会議資料については申込受付後、ご送付させていただきます。

・後日、講習会の内容に関する資料・動画等については近畿地方整備局ホームページに掲

載する予定です。 

・災害発生等の場合は延期することがありますので予めご了承ください。




